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尼崎市は、子どものための「条例のあるまち」です

・・・知っていますか？尼崎市子どもの育ち支援条例

尼崎市は平成21年12月に、すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指して、「尼崎市子
どもの育ち支援条例」を制定しました。

少子化、核家族化、都市化が進むなか、地域の人と人とのつながりが薄れ、子どもが育つ環境

は大きく変化しています。昔の「井戸端」のように、地域の人々が自然に寄り集まって情報を交換

し、困りごとや悩みを話し、知恵を出し合って親交を深めていた場所が失われつつあり、子育て不

安、不登校、非行、児童虐待など、様々な社会問題が起きています。

尼崎市では、そのような社会の変化を考え、保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び市など、

子どもに関わる人々が連携して、子どもの育ちを支えようと、子どもの育ち支援条例を制定したの

です。そして、地域には子育てコミュニティワーカー、学校には子どもの育ち支援ワーカー(スクー
ルソーシャルワーカー)を配置して、子どもの育ちを地域社会全体で支えようと取り組んでいます。
その中で子育てコミュニティワーカーは地域を回りながら、行政関係機関などと連携し、地域活

動に取り組む人に、子育てに関わる資源の情報収集と提供、支援や交流の場の設定などを行っ

ています。また、市民の皆さんと一緒に、条例や児童虐待などを通じて、子どもの育ちの問題を考

えるワークショップも行っています。

連絡先

661-0974 尼崎市若王寺2丁目18番3号ひと咲きタワー10階

尼崎市役所 こども青少年局 こども政策課

電話06-6409-4723 FAX06-6409-4715

～すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指して～

事業者事業者

地域で子どもを育てる活動や、
子どもが参加するまち
の行事に協力します

保育所保育所

幼稚園幼稚園
学校など学校など

・ 子どもの成長に合わせて、
考える力などを育てます
・ 虐待やいじめなどで悩んで
いる子どもを支えます

地域住民地域住民
・ 子どもが安心してく らせる
まちをつく ります
・ 保護者の子育てを応援します

条例では子どもの育ち
を支えるため、大人の役割を

定めています。皆で子ども
の育ちを支えましょう！

子どもにとっての子どもにとっての
最善の利益を最善の利益を

考える考える

大人が協力して大人が協力して
子どもが健やかに子どもが健やかに
育つ環境をつくる育つ環境をつく る

子どもの主体性を子どもの主体性を
はぐく むはぐくむ

福祉、保健、教育福祉、保健、教育

分野などが分野などが
連携する連携する

子ども子ども

具体的な取組み

地域の子育て力の向上

地域で子どもを育てる活動などが
活発になり、地域の人たちがつな
がっていけるように支援します

条例で定められた仕組みによる取組み

要支援の子どもへの支援

支援が必要な子どもを専門機関が
連携して支援します

子どもに関する施策

保護者保護者

子どもがほっとするような家庭
をつく り、子どもとしっかり

向き合います

今の子どもの育ちは、将来のまちづくりにつながっています
子どもたちの未来を見据えた第一歩を踏み出しましょう

大人の役割

尼崎市尼崎市

子育てコミュニティソーシャルワークの実施 スクールソーシャルワークの実施

計画をつく り、子どもが
健やかに育つための取組
を総合的に進めます
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いくしあ(子どもの育ち支援センター)がオープンしました！

子どもや子育てに関して課題や困難を抱える子どもたちと子育て家庭に寄り添い、様々な関係

機関が連携しながら切れ目なく継続的に支援を行う総合施設です。

連絡先

子どもの育ち支援センター 支援センター企画課

(若王寺2丁目18番5号あまがさき・ひと咲プラザ内）

電話 ６４２３ー９９９５ FAX ６４０９－４３５４

身近な子育て相談から専門的な相談まで、幅広い相談を

お受けします。相談員が悩みを聞きとり、一緒に考え、情報

提供や助言、解決イメージを共有します。
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園田庁舎には、地域振興センターと社会福

祉協議会園田支部を設置しています。

《地域振興センター》 ℡ 6491-2361

◎ 主な業務
□ 地域での協働のまちづくりの推進
■ コミュニティルームを活用した交流の場の創設
□ 地域のネットワークづくり
■ まちづくり参加・相談窓口
□ まちづくり各種団体の情報の収集・発信支援 など

◎ 業務時間
月～金曜日 午前９時～午後５時３０分

〒６６１－０９８４ 尼崎市御園１丁目２３－８

【最寄り駅】

阪神バス２１・２１－２・２２番

園田支所下車 すぐ

《保健・福祉申請受付窓口》 ℡ 6492-1182

◎ 主な業務
□ 乳幼児医療に関する手続き
■ 精神障害者通院医療費の公費負担申請
□ 身体障害者手帳・療育手帳に関する手続き
■ 特別障害者手当・障害児福祉手当に関する手続き

《社会福祉協議会園田支部》 ℡ 6491-2361

□ 地域の支え合いに関する事業や、子育て支
援事業などを行っています。

詳しくは「地域のミニ情報」の「尼崎市社会福

祉協議会園田支部」のページをご覧ください。

◎ 主な業務（月曜日～金曜日）
□ 住民票・戸籍・印鑑・市民税などの証明書交付や住民登録
(転入、転居、転出届など)

■ 戸籍・印鑑登録・国民健康保険・国民年金・後期高齢者医
療・児童手当の届出業務

□ 税などの収納業務及び原動機付自転車の登録と廃車業務

◎ 主な業務（土曜日）
□ 住民票・戸籍・印鑑・市民税（課税証明書のみ）などの
証明書交付や住民登録(転入、転居、転出届)の受付

■ 戸籍届のお預かり及び一部印鑑登録業務
※住民登録・戸籍届出と同日での証明書の交付や印鑑登録
など、一部受付できない場合や、転出証明書等の即時発行が

できない場合があります。

◎ 業務時間
月～土曜日 午前９時～午後５時３０分

〒６６１－００１２

尼崎市南塚口町２－１－１

(塚口さんさんタウン１番館４階)

【最寄り駅】

阪急神戸線「塚口」駅(南)下車すぐ

【バス】

•阪神電車「尼崎」駅（北）から阪神バス13
番・13-2番「阪急塚口」行き

•JR宝塚線「塚口」駅から阪神バス12番・
21番・21-2番「阪急塚口」行き

•JR神戸線「尼崎」駅（北）から阪神バス
12番「阪急塚口」行き

◎ 主な業務
□ 生活保護に関すること
■ 生活保護の申請・相談
□ 障害者・障害児の相談に関すること
■ 障害者虐待等専用ダイヤル(夜間・休日専用)
□ 家庭児童相談
■ 生活支援(婦人相談・養護老人ホーム等)
□ 各種申請受付に関すること
■ しごと・くらしサポートセンター尼崎北
□ 成年後見等支援センター
■ 保健に関すること
□ 赤ちゃんテレフォン兼こんにちは赤ちゃん

℡ 6450-0272

℡ 4950-0286

℡ 4950-0374

℡ 4950-0422

℡ 4950-0429

℡ 4950-0496

℡ 4950-0562

℡ 4950-0584

℡ 4950-0614

℡ 4950-0637

℡ 4950-0645

◎ 業務時間
月～土曜日

午前９時～午後５時３０分

〒６６１－００１２

尼崎市南塚口町２－１－１

(塚口さんさんタウン１番館

４階)

℡ 6427-4261


